
令和５年度（２０２３年度）熊本県子ども安全安心対策事業補助金交付要

領 

 

（趣旨） 

第１条 本事業は、障害児通所支援事業所において、子どもの安全を守るための万全の

対策を講じるとともに、子どもを預けている保護者の不安解消を図るため、送迎用バ

スへの安全装置等の設置、ICTを活用した子ども見守りサービス等の機器導入、登降

園管理システムに係る経費の補助を行うための補助金の交付に関し、熊本県補助金等

交付規則（昭和５６年熊本県規則第３４号）及び熊本県健康福祉補助金等交付要項（以

下「要項」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

 

（交付対象） 

第２条 この補助金は、次に掲げる①～③の事業（以下「補助事業」という。）を交付

対象とする。 

 ①送迎用バスの改修支援事業（以下「①の事業」という。） 

  事業者が、指定児童発達支援センター、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等

デイサービス事業所において、送迎用バスに、子どもの置き去り事故の防止に役立つ

安全装置の設置等を行うこと。 

 ②ICTを活用した子どもの見守り支援事業（以下「②の事業」という。） 

  事業者が、指定児童発達支援センター又は指定児童発達支援事業所において、ICT

を活用した子どもの見守りサービス等の安全対策に資する機器等を導入すること。 

 ③登降園管理システム支援事業（以下「③の事業」という。） 

  事業者が、指定児童発達支援センター又は指定児童発達支援事業所において、適切

な登降園管理を行うための登降園管理システムを導入すること。 

 

（補助対象経費） 

第３条 この補助金の対象経費は、補助事業を実施するために必要な装置・機器の購入

費（装置・機器の運搬費、装置・機器の設置・据え付け費、工事費を含む）、リース

料、導入費用（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

 

（対象装置・機器の選定） 

第４条 補助事業において導入する装置・機器の選定等に当たっては、次の各号に定め

るとおりとする。 

（１）①の事業の対象となる安全装置について、購入を原則とするが、リースの場合は

令和５年度末までのリース料を限度とする。 

（２）①の事業の対象となる自動車については「児童福祉施設の設備及び運営に関する

 基準等の一部を改正する省令について（通知）」（令和４年１２月２８日）第三の２

 のとおりとする。 

（３）①の事業の対象となる安全装置については「児童福祉施設の設備及び運営に関す

 る基準等の一部を改正する省令について（通知）」（令和４年１２月２８日）第三の

 ３のとおりとする。 



（４）①の事業の安全装置については、送迎用バス１台につき安全装置１台を設置する

 こととし、送迎用バスの数以上の購入をする場合は本事業の対象外とする。 

（５）②の事業について、機器の使用対象となる児童の数以上に機器を購入する場合、

 及び機器の使用対象となる児童に対して複数の機器を購入する場合は本事業の対

 象外とする。 

（６）②の事業の対象となる機器については、GPSや BLE（Bluetooth Low Energy）

 により子どもの位置情報を管理するなど、施設外活動時等の子どもの見守りに資す

 る機器とする。 

 

（対象期間） 

第５条 この補助金の対象とする期間は、令和５年（２０２３年）４月１日から令和６

年（２０２４年）３月３１日までとする。なお、①の事業については、令和４年（２

０２２年）９月５日から令和５年（２０２３年）３月３１日の間に着手した事業及び

完了した事業も対象とする。 

 

（交付額の算定方法） 

第６条 この補助金の交付額は、別表の第２欄に定める事業区分ごとの基準額に別表の

 第３欄に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、１，０００円未満の端数が生

 じた場合は、これを切り捨てるものとする（①の事業は除く。）。 

 

（交付条件） 

第７条 この補助金の交付の決定については、次の条件を付すものとする。 

（１）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行困難となった場合

には、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

（２）補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその物並びに補助対

象事業により取得し、又は効用の増加した価格が５０万円以上の備品については、

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定めら

れている耐用年数を経過するまで、知事の承認を受けないで、この補助金の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取崩し又は廃棄を

してはならない。 

（３）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入

の全部又は一部を県に納付させることがある。 

（４）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完

了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運

用を図らなければならない。 

（５）補助事業を行うために請負契約を締結する場合には、一括下請負の承諾をしては

ならない。 

（６）補助事業を行うために締結する契約については、県が行う契約手続の取扱いに準

拠しなければならない。 

 

（補助金の交付申請） 



第８条 事業者が補助金の交付を受けようとするときは、要項第３条の規定にかかわら

ず、次の各号に定める申請書及び添付書類を、別に定める期日までに知事に申請しな

ければならない。 

（１）交付申請書  第１号様式 

（２）子ども安全安心対策事業事業計画書  第２号様式 

（３）収支予算書  第３号様式 

 

（補助金の交付決定） 

第９条 知事は、第 8条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審

査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交

付の決定をするものとする。 

 

（交付決定の取消） 

第１０条 知事は、事業者が第７条に規定する条件に違反した場合、不正の手段により

補助金の交付決定を受けた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すもの

とする。 

 

（補助事業の内容等の変更） 

第１１条 事業者は、補助事業の内容の変更（事業に要する経費の減額の場合を除く。）

をしようとするときは、知事に申請し、その承認を受けなければならない。 

２ 変更申請書は、要項第５条第２項の規定にかかわらず、第４号様式によるものとし、

事業変更計画書の様式は、第２号様式を準用するものとする。 

３ 変更申請書には、事業変更計画書のほか、変更後の収支予算書を添えるものとし、

収支予算書の様式は、第３号様式を準用するものとする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１２条 事業者は、補助事業の中止、又は廃止をしようとするときは、あらかじめ第

５号様式により知事に申請し、その承認を受けなければならない。  

 

（実績報告） 

第１３条 事業者は、補助事業が完了したときは、要項第９条の規定にかかわらず、次

の各号に定める実績報告書及び添付書類を、別に定める期日までに知事に報告しなけ

ればならない。 

（１）実績報告書  第６号様式 

（２）子ども安全安心対策事業実績報告書  第７号様式 

（３）収支精算書  第３号様式 

（４）補助対象経費に係る領収書及び納品書の写し 

 

（雑則） 

第１４条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 



附 則 

この要領は、令和５年（２０２３年）８月２２日から施行し、令和５年（２０２３

年）４月１日から適用する。  



別表 

１ 事業区分 ２ 基準額 ３ 補助率 

①送迎用バスの改修支援事業 １台あたり１７５千円までを上限とした実

費に対する定額補助 

定額 

②ICTを活用した子どもの見守り支援事業 １事業所あたり２００千円 ４／５ 

③登降園管理システム支援事業 （１）端末購入を行わない場合、 

１事業所あたり２００千円 

（２）端末購入を行う場合、 

１事業所あたり７００千円 

４／５ 

 



 第１号様式 

 

 

                                                  番     号 

                                                  年  月  日 

 

 

 熊本県知事        様 

 

 

                                    住所 

                           （申請者）事業者名 

                                    代表者名 

 

   令和５年度（２０２３年度）熊本県子ども安全安心対策事業 

   補助金交付申請書 

 令和５年度（２０２３年度）熊本県子ども安全安心対策事業を実施したい

ので、金    円を交付されるよう熊本県補助金等交付規則第３条及び令

和５年度（２０２３年度）熊本県子ども安全安心対策事業補助金交付要領第

８条の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

 

添付書類 

 

１ 子ども安全安心対策事業 事業計画書（第２号様式） 

 

２ 令和５年度（２０２３年度）熊本県子ども安全安心対策事業会計収支予

算（精算）書（第３号様式） 

 

※申請者の押印を省略する場合 

書類発行責任者氏名： 連絡先（電話番号）： 

担当者氏名： 連絡先（電話番号）： 

 



第２号様式

法人名

代表者職名

【１．施設種別の補助事業実施施設数】※自動計算の為、記入不要 代表者氏名

種別 施設数 設置種別計 設置台数計 担当者氏名

公立 0 TEL

私立 0 Email

公立 0

私立 0

公立 0

私立 0

0 0 0

【２．事業計画の概要】

（１）児童発達支援センター

施設名
公立・
私立の別

設置主体 所在市区町村名
対象経費支出予定

額
寄付金その他の収

入予定額
差引額 国庫補助基準額 選定額 自治体補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

装置を装備する車
両の台数

装置を装備する車
両の乗車定員数

装置の認定番号
購入日
（年・月・日）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤ー⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

例）
A児童発達支援セ
ンター

私立 社会福祉法人 B市 264,000 0 264,000 350,000 264,000 264,000 264,000 264,000 2
車両a：6
車両b：8

A-001 令和5年5月1日

1 0 0 0 0

か所 所在市区町村数 円 円 円 円 円 円 円 円 台

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）児童発達支援事業所

施設名
公立・
私立の別

設置主体 所在市区町村名
対象経費支出予定

額
寄付金その他の収

入予定額
差引額 国庫補助基準額 選定額 自治体補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

装置を装備する車
両の台数

装置を装備する車
両の乗車定員数

装置の認定番号
購入日
（年・月・日）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤ー⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

か所 所在市区町村数 円 円 円 円 円 円 円 円 台

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（３）放課後等デイサービス事業所

施設名
公立・
私立の別

設置主体 所在市区町村名
対象経費支出予定

額
寄付金その他の収

入予定額
差引額 国庫補助基準額 選定額 自治体補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

装置を装備する車
両の台数

装置を装備する車
両の乗車定員数

装置の認定番号
購入日
（年・月・日）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤ー⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

か所 所在市区町村数 円 円 円 円 円 円 円 円 台

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

◆ 記載要領

・ １．②欄には公立（自治体による設置）又は私立（社会福祉法人、株式会社、学校法人等による設置）を記載すること。

・ ２．④欄には事業所が所在する市町村名を記載すること。

・ ３．⑨欄は、⑦欄及び⑧欄を比較し、いずれか少ない方の額を記載すること。

・ ４．⑪欄は、⑨欄及び⑩欄を比較し、いずれか少ない方の額を記載すること。

・ ５．⑫欄は、⑪欄の額（１，０００円未満の端数が生じた場合でも、これを切り捨てず、円単位とする。）を記載すること。

・ ６．⑬欄は、安全装置を設置する送迎用バスの台数を記載すること。

・ ７．⑭欄は、安全装置を設置する送迎用バスの乗車定員を記載すること。なお、送迎用バスを複数所持している場合は、例で示したように、それぞれの乗車定員を記載すること。

・ ８．⑮欄は、装置リスト（内閣府ホームページ　https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/anzen/list.html　に掲載）に記載された認定番号を、車両ごとに記載すること。

・ ９．⑯欄は購入日（本調査時において、未購入の場合は、令和５年度末までの予定日）を記入する。

・ 10．記載欄が不足する場合は適宜行を追加して記載すること。

・ 11．１つの施設で装置が複数種ある場合は、装置の種類毎に記載すること。その場合、①～④は同一の記載とすること。

・ 12．多機能型事業所については、１～３の順番。数字が小さい事業に集約すること（例：（１）児童発達支援センターと（３）放課後等デイサービスの場合、（０）の事業に集約すること。

　【（１）児童発達支援センター】と【（２）児童発達支援事業所】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（１）児童発達支援センター】と【（２）児童発達支援事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（１）児童発達支援センター】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（２）児童発達支援事業所】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（２）児童発達支援事業所】に集約する。

整理
番号

整理
番号

整理
番号

令和５年度（２０２３年度）　子ども安全安心対策事業「①送迎用バスの改修支援事業」　事業計画書

児童発達支援セ
ンター

0 0

0

0

0

0

0

0

0

放課後等デイサービ
ス事業所

0 0

児童発達支援事業所 0

合計
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第２号様式

法人名

代表者職名

代表者氏名

担当者氏名

TEL

Email

「②ＩＣＴを活用した子供の見守り支援事業」
整理
番号

公立・
私立の別

施設種別 設置主体 施設名称
対象経費支出予

定額
寄付金その他の

収入予定額
差引額 国庫補助基準額 選定額 （⑨×４／５） 自治体補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

導入備品内容
（主な購入物

品）

購入日

（年・月・日）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤－⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ (⑫×3／4) ⑭ ⑮

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．①欄には公立（自治体による設置）又は私立（社会福祉法人、株式会社、学校法人等による設置）を記載すること。

２．⑨欄は、⑦欄及び⑧欄を比較し、いずれか少ない方の額を記載すること。

３．⑩欄は、⑨欄の額に４／５を乗じた額を記入すること。

４．⑫欄は、⑩欄と⑪欄を比較して、いずれか少ない方の額を記載すること。

５．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

６．⑭欄には、製品名等を記入すること。

７．⑮欄は購入日（本調査時において、未購入の場合は、令和５年度末までの予定日）を記入する。

８．記載欄が不足する場合は適宜行を追加して記載すること。

９．多機能型事業所については、次の通り１つの事業に集約すること。

　【（１）児童発達支援センター】と【（２）児童発達支援事業所】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（１）児童発達支援センター】と【（２）児童発達支援事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（１）児童発達支援センター】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（２）児童発達支援事業所】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（２）児童発達支援事業所】に集約する。

「③登降園管理システム導入支援事業」
整理
番号

公立・
私立の別

施設種別 設置主体 施設名称
対象経費支出予

定額
寄付金その他の

収入予定額
差引額 国庫補助基準額 選定額 （⑨×４／５） 自治体補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

導入備品内容
（主な購入物

品）

購入日
（年・月・日）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤－⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ (⑫×3／4) ⑭ ⑮

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．①欄には公立（自治体による設置）又は私立（社会福祉法人、株式会社、学校法人等による設置）を記載すること。

２．⑨欄は、⑦欄及び⑧欄を比較し、いずれか少ない方の額を記載すること。

３．⑩欄は、⑨欄の額に４／５を乗じた額を記入すること。

４．⑫欄は、⑩欄と⑪欄を比較して、いずれか少ない方の額を記載すること。

５．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

６．⑭欄には、製品名等を記入すること。

７．⑮欄は購入日（本調査時において、未購入の場合は、令和５年度末までの予定日）を記入する。

８．記載欄が不足する場合は適宜行を追加して記載すること。

９．多機能型事業所については、次の通り１つの事業に集約すること。

　【（１）児童発達支援センター】と【（２）児童発達支援事業所】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（１）児童発達支援センター】と【（２）児童発達支援事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（１）児童発達支援センター】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（２）児童発達支援事業所】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（２）児童発達支援事業所】に集約する。

令和５年度（２０２３年度）　子ども安全安心対策事業（②及び③の事業）　事業計画書

0

0

0

0

0

0



 第３号様式 

令和５年度（２０２３年度）熊本県子ども安全安心対策事業 

会計収支予算（精算）書 

 

 

収入予算（決算）額      円 

支出予算（決算）額      円 

差引額      円 

 

 

 収入の部 

科 目 予算（決算）額 摘 要 

１ 熊本県補助金   

２ 自己負担額   

３ その他   

計   

 

 

 支出の部 

科 目 予算（決算）額 摘 要 

１ 事業費   

２ その他   

計   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式 

 

 

                                                  番     号 

                                                  年  月  日 

 

 

 熊本県知事        様 

 

 

                                    住所 

                           （申請者）事業者名 

                                    代表者名 

令和５年度（２０２３年度）熊本県子ども安全安心対策事業 

補助金変更申請書 

  年  月  日付け障がい第   号で補助金交付決定通知のあった

令和５年度（２０２３年度）子ども安全安心対策事業補助金を下記のとおり

変更したいので、熊本県補助金等交付規則第７条及び令和５年度（２０２３

年度）子ども安全安心対策事業補助金交付要領第１１条の規定により関係書

類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助金等交付申請額   金      円 

（うち前回までの申請額   金      円） 

 

２ 変更計画の理由 

 

 

添付書類（変更計画の内容に応じて必要な書類を添付すること。）  

１ 子ども安全安心対策事業事業計画書（第２号様式） 

２ 令和５年度（２０２３年度）熊本県子ども安全安心対策事業会計収支予

算（精算）書（第３号様式） 

・ 

・ 

※申請者の押印を省略する場合 

書類発行責任者氏名： 連絡先（電話番号）： 

担当者氏名： 連絡先（電話番号）： 

 



第５号様式 

 

 

                                                  番     号 

                                                  年  月  日 

 

 

 熊本県知事        様 

 

 

                                    住所 

                           （申請者）事業者名 

                                    代表者名 

 

令和５年度（２０２３年度）熊本県子ども安全安心対策事業 

中止（廃止）申請書 

   年  月  日付け障がい第   号で補助金交付決定通知のあっ

た令和５年度（２０２３年度）熊本県子ども安全安心対策事業を下記のとお

り中止（廃止）したいので、令和５年度（２０２３年度）熊本県子ども安全

安心対策事業補助金交付要領第１２条の規定に基づき下記のとおり申請しま

す。 

 

記 

 

１ 中止（廃止）の理由 

 

 

２ 中止（廃止）の時期 

 

 

添付書類（計画の中止（廃止）の内容に応じて必要な書類を添付すること。

） 

・ 

・ 

 

 

※申請者の押印を省略する場合 

書類発行責任者氏名： 連絡先（電話番号）： 

担当者氏名： 連絡先（電話番号）： 



 第６号様式 

 

 

                                                  番     号 

                                                  年  月  日 

 

 

 熊本県知事        様 

 

 

                                     住所 

                          （申請者）事業者名 

                                     代表者名 

   令和５年度（２０２３年度）熊本県子ども安全安心対策事業 

   補助金実績報告書 

    年  月  日付け障がい第   号の交付決定通知に基づき、令和

５年度（２０２３年度）熊本県子ども安全安心対策事業を実施したので、熊

本県補助金等交付規則第１３条及び令和５年度（２０２３年度）熊本県子ど

も安全安心対策事業補助金交付要領第１３条の規定により、関係書類を添え

てその実績を報告します。 

 

 

添付書類 

１ 子ども安全安心対策事業実績報告書（第７号様式） 

 

２ 令和５年度（２０２３年度）熊本県子ども安全安心対策事業会計収支予

算（精算）書（第３号様式） 

 

３ 補助対象経費に係る領収書及び納品書の写し 

 

※申請者の押印を省略する場合 

書類発行責任者氏名： 連絡先（電話番号）： 

担当者氏名： 連絡先（電話番号）： 

 



第７号様式

法人名

代表者職名

【１．施設種別の補助事業実施施設数】※自動計算の為、記入不要 代表者氏名

種別 施設数 設置種別計 設置台数計 担当者氏名

公立 0 TEL

私立 0 Email

公立 0

私立 0

公立 0

私立 0

0 0 0

【２．事業実績の概要】

（１）児童発達支援センター

施設名
公立・
私立の別

設置主体 所在市区町村名 対象経費支出額
寄付金その他の

収入額
差引額 国庫補助基準額 選定額 自治体補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

装置を装備する
車両の台数

装置を装備する
車両の乗車定員

数
装置の認定番号

購入日
（年・月・日）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤ー⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

例）
A児童発達支援セ
ンター

私立 社会福祉法人 B市 264,000 0 264,000 350,000 264,000 264,000 264,000 264,000 2
車両a：6
車両b：8

A-001 令和5年5月1日

1 0 0 0 0

か所 所在市区町村数 円 円 円 円 円 円 円 円 台

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（２）児童発達支援事業所

施設名
公立・
私立の別

設置主体 所在市区町村名 対象経費支出額
寄付金その他の

収入額
差引額 国庫補助基準額 選定額 自治体補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

装置を装備する
車両の台数

装置を装備する
車両の乗車定員

数
装置の認定番号

購入日
（年・月・日）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤ー⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

か所 所在市区町村数 円 円 円 円 円 円 円 円 台

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（３）放課後等デイサービス事業所

施設名
公立・
私立の別

設置主体 所在市区町村名 対象経費支出額
寄付金その他の

収入額
差引額 国庫補助基準額 選定額 自治体補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

装置を装備する
車両の台数

装置を装備する
車両の乗車定員

数
装置の認定番号

購入日
（年・月・日）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤ー⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

1 0 0 0 0

2 0 0 0 0

3 0 0 0 0

4 0 0 0 0

5 0 0 0 0

か所 所在市区町村数 円 円 円 円 円 円 円 円 台

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

◆ 記載要領

・ １．②欄には公立（自治体による設置）又は私立（社会福祉法人、株式会社、学校法人等による設置）を記載すること。

・ ２．④欄には事業所が所在する市町村名を記載すること。

・ ３．⑨欄は、⑦欄及び⑧欄を比較し、いずれか少ない方の額を記載すること。

・ ４．⑪欄は、⑨欄及び⑩欄を比較し、いずれか少ない方の額を記載すること。

・ ５．⑫欄は、⑪欄の額（１，０００円未満の端数が生じた場合でも、これを切り捨てず、円単位とする。）を記載すること。

・ ６．⑬欄は、安全装置を設置する送迎用バスの台数を記載すること。

・ ７．⑭欄は、安全装置を設置する送迎用バスの乗車定員を記載すること。なお、送迎用バスを複数所持している場合は、例で示したように、それぞれの乗車定員を記載すること。

・ ８．⑮欄は、装置リスト（内閣府ホームページ　https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/meeting/anzen/list.html　に掲載）に記載された認定番号を、車両ごとに記載すること。

・ ９．⑯欄は購入日を記入する。

・ 10．記載欄が不足する場合は適宜行を追加して記載すること。

・ 11．１つの施設で装置が複数種ある場合は、装置の種類毎に記載すること。その場合、①～④は同一の記載とすること。

・ 12．多機能型事業所については、１～３の順番。数字が小さい事業に集約すること（例：（１）児童発達支援センターと（３）放課後等デイサービスの場合、（０）の事業に集約すること。

　【（１）児童発達支援センター】と【（２）児童発達支援事業所】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（１）児童発達支援センター】と【（２）児童発達支援事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（１）児童発達支援センター】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（２）児童発達支援事業所】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（２）児童発達支援事業所】に集約する。

放課後等デイサー
ビス事業所

0 0

児童発達支援事業
所

0

合計

令和５年度（２０２３年度）　子ども安全安心対策事業「①送迎用バスの改修支援事業」　実績報告書

児童発達支援セン
ター

0 0

0

0

0

0

0

0

整理
番号

0

整理
番号

整理
番号
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第７号様式

法人名

代表者職名

代表者氏名

担当者氏名

TEL

Email

「②ＩＣＴを活用した子供の見守り支援事業」
整理
番号

公立・
私立の別

施設種別 設置主体 施設名称 対象経費支出額
寄付金その他の

収入額
差引額 国庫補助基準額 選定額 （⑨×４／５） 自治体補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

導入備品内容
（主な購入物

品）

購入日

（年・月・日）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤－⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ (⑫×3／4) ⑭ ⑮

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．①欄には公立（自治体による設置）又は私立（社会福祉法人、株式会社、学校法人等による設置）を記載すること。

２．⑨欄は、⑦欄及び⑧欄を比較し、いずれか少ない方の額を記載すること。

３．⑩欄は、⑨欄の額に４／５を乗じた額を記入すること。

４．⑫欄は、⑩欄と⑪欄を比較して、いずれか少ない方の額を記載すること。

５．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

６．⑭欄には、製品名等を記入すること。

７．⑮欄は購入を記入する。

８．記載欄が不足する場合は適宜行を追加して記載すること。

９．多機能型事業所については、次の通り１つの事業に集約すること。

　【（１）児童発達支援センター】と【（２）児童発達支援事業所】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（１）児童発達支援センター】と【（２）児童発達支援事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（１）児童発達支援センター】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（２）児童発達支援事業所】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（２）児童発達支援事業所】に集約する。

「③登降園管理システム導入支援事業」
整理
番号

公立・
私立の別

施設種別 設置主体 施設名称 対象経費支出額
寄付金その他の

収入額
差引額 国庫補助基準額 選定額 （⑨×４／５） 自治体補助額 国庫補助基本額 国庫補助所要額

導入備品内容
（主な購入物

品）

購入日
（年・月・日）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦（⑤－⑥） ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ (⑫×3／4) ⑭ ⑮

1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

か所 円 円 円 円 円 円 円 円 円

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（記載上の注意）

１．①欄には公立（自治体による設置）又は私立（社会福祉法人、株式会社、学校法人等による設置）を記載すること。

２．⑨欄は、⑦欄及び⑧欄を比較し、いずれか少ない方の額を記載すること。

３．⑩欄は、⑨欄の額に４／５を乗じた額を記入すること。

４．⑫欄は、⑩欄と⑪欄を比較して、いずれか少ない方の額を記載すること。

５．⑬欄は、⑫欄の額に交付要綱の別表の第５欄に定める補助率を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。）を記載すること。

６．⑭欄には、製品名等を記入すること。

７．⑮欄は購入日を記入する。

８．記載欄が不足する場合は適宜行を追加して記載すること。

９．多機能型事業所については、次の通り１つの事業に集約すること。

　【（１）児童発達支援センター】と【（２）児童発達支援事業所】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（１）児童発達支援センター】と【（２）児童発達支援事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（１）児童発達支援センター】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（１）児童発達支援センター】に集約する。

　【（２）児童発達支援事業所】と【（３）放課後等デイサービス事業所】の多機能型の場合 ⇒【（２）児童発達支援事業所】に集約する。

令和５年度（２０２３年度）　子ども安全安心対策事業（②及び③の事業）　実績報告書

0

0

0

0

0

0


